
高
騰
や
投
機
的
な
動
き
と
と

も
に
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
で
金
パ
ラ
の
市

場
価
格
は
急
騰
し
、
現
行
制

度
の
枠
内
で
は
、
こ
の
よ
う

な
異
常
事
態
に
対
応
で
き
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

抜
本
的
な
制
度
改
善
と
医
療

機
関
の
逆
ザ
ヤ
に
よ
る
負
債

分
の
補
て
ん
、メ
タ
ル
フ
リ
ー

材
料
の
開
発
、
保
険
適
用
範

囲
の
拡
大
な
ど
が
早
期
に
求

め
ら
れ
る
。

　
基
本
診
療
料
に
加
算
で
き

る
電
子
的
保
健
医
療
情
報
活

用
加
算
が
新
設
さ
れ
た　
　
。

各
医
療
機
関
が
レ
セ
プ
ト
の

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
行
い
、

顔
認
証
付
き
カ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
を
設
置
し
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
体
制
を
整
え
、
そ

の
旨
を
見
え
や
す
い
場
所
に

院
内
提
示
す
る
こ
と
が
要
件

で
、
届
け
出
は
不
要
で
あ
る
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や

診
療
情
報
等
取
得
の
同
意
の

有
無
で
、
同
一
の
治
療
内
容

に
も
か
か
わ
ら
ず
患
者
負
担

が
変
わ
る
と
い
う
一
物
二
価

が
起
こ
り
、
利
便
性
を
謳
う

一
方
で
医
療
費
負
担
が
増
え

る
こ
と
は
周
知
さ
れ
て
い
な

い
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
一
般
社
会
で
は
、
生
活
の

様
々
な
場
面
で
個
人
情
報
の

漏
洩
に
警
戒
が
強
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
国

は
安
易
な
利
便
性
を
強
調
し

た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

普
及
拡
大
や
、
診
療
報
酬
増

を
み
せ
か
け
に
医
療
機
関
で

の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等

シ
ス
テ
ム
導
入
を
進
め
よ
う

と
し
て
い
る
。
医
療
に
求
め

ら
れ
る
の
は
、
安
心
な
暮
ら

し
を
支
え
る
た
め
の
医
療
で

あ
り
、
紐
付
け
に
よ
る
公
金

受
取
口
座
取
得
や
預
貯
金
口

座
の
管
理
取
得
な
ど
の
個
人

情
報
の
収
集
で
は
な
い
。

　
本
会
歯
科
部
は
、
金
パ
ラ

逆
ザ
ヤ
の
解
消
、
医
療
技
術

の
適
正
評
価
と
歯
科
医
療
費

の
総
枠
拡
大
を
求
め
て
今
後

も
活
動
を
進
め
て
い
く
。

　
厚
労
省
は
、
歯
科
技
工
士

の
養
成
・
確
保
や
業
務
の
あ

り
方
に
係
る
検
討
会
を
こ
こ

数
年
間
開
催
し
た
が
、
今
次

改
定
に
お
い
て
も
技
工
関
連

点
数
の
引
き
上
げ
に
反
映
さ

れ
て
い
な
い
。
進
学
率
、
就

職
率
の
低
下
や
離
職
率
の
高

さ
を
み
た
場
合
、
給
与
を
含

め
た
待
遇
改
善
の
た
め
の
施

策
が
み
ら
れ
ず
、
現
状
の
技

術
料
評
価
の
決
定
プ
ロ
セ
ス

が
曖
昧
な
も
と
で
は
、
院
内

技
工
士
な
ど
新
た
な
雇
用
の

増
加
は
期
待
で
き
な
い
。

　
歯
科
医
療
に
お
い
て
補
綴

治
療
は
歯
科
医
師
と
歯
科
技

工
士
と
の
協
働
に
よ
り
成
り

立
っ
て
お
り
、
厳
し
い
労
働

環
境
や
医
院
経
営
の
逼
迫
は
、

歯
科
医
師
と
歯
科
技
工
士
共

通
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　
本
会
は
も
と
よ
り
各
協
会

と
協
力
し
な
が
ら
、「
金
パ
ラ

『
逆
ザ
ヤ
』
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
」

に
よ
る
実
勢
価
格
調
査
や
会

員
署
名
を
継
続
的
に
厚
労
省

要
請
し
て
き
た
保
団
連
要
求

が
実
を
結
ん
だ
結
果
で
あ
り
、

「
逆
ザ
ヤ
」
解
消
に
向
け
た
一

歩
と
な
っ
た
。
だ
が
原
油
の

重
症
化
予
防
に
有
効
で
あ
る

こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
担

う
医
療
機
関
の
院
内
感
染
防

止
対
策
費
用
は
、
充
分
に
補

て
ん
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
。
そ
の
上
財
源
の
原
資

が
Ｐ
基
処
の
廃
止
・
包
括
に

よ
る
と
こ
ろ
で
、
全
く
評
価

で
き
な
い
。

　
か
強
診
の
施
設
基
準
で
は
、

歯
周
病
治
療
関
連
の
実
績
要

件
に
Ｐ
重
防
の
実
施
回
数
が

算
入
可
能
と
な
り
、
選
択
項

目
で
老
健
施
設
な
ど
へ
の
定

期
的
な
歯
科
健
診
の
実
施
が

項
目
と
し
て
追
加
さ
れ
た
が
、

歯
科
衛
生
士
の
配
置
要
件
の

問
題
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
一
物
二
価
で
あ
っ
た
Ｓ

Ｐ
Ｔ（
Ⅰ
）
と
Ｓ
Ｐ
Ｔ（
Ⅱ
）

が
統
合
さ
れ
、
算
定
要
件
が

整
理
さ
れ
た
。
し
か
し
機
能

評
価
の
あ
り
方
に
改
定
前
と

同
様
の
不
明
瞭
な
点
が
残
っ

た
。

　
歯
科
医
療
が
、
様
々
な
疾

患
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
な
ど
新
興
感
染
症
の

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
国
が
普
及
に
躍
起
な
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
交
付
率

は
50
％
に
も
届
か
ず
伸
び
悩

ん
で
い
る
。
普
及
向
上
や
消

費
の
喚
起
を
狙
い
、
国
は
１

月
か
ら
カ
ー
ド
所
有
者
に
現

金
の
よ
う
に
使
え
る
マ
イ
ナ

ポ
イ
ン
ト
付
与
の
第
２
弾
を

始
め
て
い
る
▼
日
本
年
金
機

構
の
個
人
情
報
流
出
問
題
な

ど
を
踏
ま
え
る
と
、
国
の
情

報
管
理
が
万
全
か
は
疑
問
が

残
る
。
保
険
証
や
身
分
証
と

し
て
使
用
す
る
場
合
、
他
人

に
見
せ
る
機
会
が
増
え
、
悪

用
の
可
能
性
も
否
め
な
い
。

カ
ー
ド
の
取
得
者
サ
イ
ト「
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」
の
暗
証
番

号
が
洩
れ
た
場
合
、
自
分
の

所
得
・
処
方
薬
の
情
報
な
ど

が
流
出
す
る
可
能
性
が
あ
る

▼
国
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
や

カ
ー
ド
の
便
利
さ
を
強
調
す

る
が
、
そ
れ
ほ
ど
実
感
が
湧

か
な
い
人
が
多
い
の
も
事
実

だ
。
国
は
「
コ
ン
ビ
ニ
で
住

民
票
の
写
し
が
取
れ
る
」
と

Ｐ
Ｒ
す
る
が
、
道
内
で
対
応

可
能
な
の
は
30
市
町
に
も
満

た
な
い
。
生
活
の
役
に
立
ち
、

安
全
に
個
人
情
報
が
管
理
さ

れ
る
と
思
え
な
い
限
り
カ
ー

ド
を
作
る
人
は
増
え
な
い
の

で
は
な
い
か
▼
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
第
１
弾
は
２
０
２
０
年

９
月
か
ら
21
年
12
月
ま
で
最

大
５
千
円
分
、
第
２
弾
は
最

大
２
万
円
分
の
ポ
イ
ン
ト
付

与
だ
が
、自
分
の
情
報
を
「
売

る
値
段
」
と
考
え
る
と
あ
ま

り
に
も
安
過
ぎ
だ
。

加藤 康夫

（
龍
）

2022年（令和4年）5月5日

　

歯
科
で
の
診
療
報
酬
本
体
の
改
定
率
は
、

０
・
29
％（
約
90
億
円
）と
い
う
低
さ
で
あ
っ
た
。

基
本
診
療
料
に
お
け
る
医
科
・
歯
科
間
の
格

差
是
正
や
技
術
料
の
抜
本
的
な
点
数
引
き

上
げ
が
、ま
た
先
送
り
さ
れ
た
形
で
あ
る
。

（1）第975号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）

主な目次　

解
説
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
概
要
と
影
響
」

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
会
員
訪
問

●「
学
校
病
医
療
費
援
助
事
業
」

　
の
実
施
に
つ
い
て

時
論「
コ
ロ
ナ
に
負
け
な
い

医
療
体
制
と
医
業
経
営
を
」

●
…
面
２

●
…
面
３

●
…
面
４

改
定
の
特
徴
と
今
後
に
向
け
て

今
次
歯
科
診
療
報
酬
改
定

図 電子的保健医療情報活用加算の流れ（概略）

読
後
感

●

図

基
本
診
療
料
に
お
け
る

感
染
予
防
対
策

歯
科
技
工
問
題

金
パ
ラ
問
題

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

関
連

か
か
り
つ
け
歯
科
医

機
能
の
評
価

医療機関に求められる
施設基準（届出不要）

・オンライン請求
・オンライン資格確認の体制（要院内掲示）

初診時

初診料

オンライン資格確認の実施

診療情報の取得は不能

マイナンバーカードの場合
（健康保険証化済み）

健康保険証の場合

加算

加算
（算定期限あり）

同意なし

同意あり
（薬剤情報）

or
（特定健診情報）診療情報等の

取得について

再診時

再診料

オンライン資格確認の実施

診療情報の取得は不能

マイナンバーカードの場合
（健康保険証化済み）

健康保険証の場合

加算
（条件あり）

加算不可

同意なし

同意あり

診療情報等の
取得について

一般社団法人　北海道保険医会

参加ご希望の会員の先生は事務局までお知らせください

第10回　代議員総会のご案内
5月28日（土）午後5時から日時 札幌ビューホテル大通公園日時

医療機関も対象になります

経済産業省（中小企業庁） 事業復活支援金

コロナの影響を受けた事業の継続・回復

　「2018年11月～2019年3月」、「2019年11月～2020年3月」、「2020
年11月～2021年3月」のいずれかの期間（対象月を判断するため、売上高
の比較に用いた月＜基準月＞を含む期間であること）
　対  象  月：2021年11月～2022年3月のいずれかの月
　申請方法：専用WEBサイトにてアカウントを作成後、対象施設にて事前確
　　　　　  認を行い、申請する。
詳しくはWebサイト（右のQRコードからアクセスできます）をご確認ください

問い合わせ先

基準期間

①：新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化により大きな影響を受けていること。
②：2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月～2021年3月の間の任意
　 の同じ月（基準月）の売上高と比較して50％以上または30％以上50％未満減少していること。

給付対象

給付額

0120-789-140（8：30～19：00 土日祝日含む全日対応）

申込締切 2022年5月31日（火）まで

〈給付上限額〉

給付額計算式 ＝ 基準期間の売上高 ― 対象月の売上高 × ５

売上高減少率 個人事業主
年間売上高１億円以下 年間売上高５億円超年間売上高１億円超～５億円

法人

▲50％以上 50万円
30万円

100万円
60万円

150万円
90万円

250万円
150万円▲30％以上50％未満

基準期間の売上高－対象月の売上高×５カ月分



　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後

は
、
免
税
事
業
者
な
ど
の
イ

ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
以
外

か
ら
行
っ
た
課
税
仕
入
れ
に

か
か
る
消
費
税
額
を
控
除
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
経

過
措
置
と
し
て
２
０
２
３
年

10
月
１
日
か
ら
２
０
２
６
年

９
月
30
日
ま
で
は
仕
入
額
相

当
額
の
80
％
を
、
２
０
２
６

年
10
月
か
ら
２
０
２
９
年
９

月
30
日
ま
で
は
50
％
を
仕
入

額
と
み
な
し
て
控
除
で
き
る
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
国
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

導
入
を
推
進
し
て
い
る
が
、

医
療
機
関
で
対
応
す
る
場
合

に
は
、
設
備
投
資
や
事
務
手

続
き
な
ど
の
労
力
・
費
用
が

予
想
さ
れ
る
。
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
準
備
に
つ
い
て
は
、
要

否
を
含
め
経
営
状
況
に
あ
わ

せ
て
ご
検
討
い
た
だ
き
た

い
。

本
的
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
影
響
は
な
い
。

　
し
か
し
、
免
税
事
業
者
で

あ
っ
て
も
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
と
完
全
に
無
関
係
と
は
言

え
ず
、
影
響
を
受
け
る
ケ
ー

ス
が
あ
る
。
例
え
ば
原
則
課

税
で
消
費
税
を
申
告
し
て
い

る
事
業
者
（
企
業
な
ど
）
の

従
業
員
の
健
診
や
予
防
接
種

を
行
い
、
事
業
者
か
ら
健
診

費
用
の
本
体
価
格
と
消
費
税

を
受
け
取
る
場
合
な
ど
が
該

当
す
る
。

　
医
療
機
関
が
イ
ン
ボ
イ
ス

発
行
事
業
者
で
あ
れ
ば
、
相

手
（
企
業
な
ど
）
は
消
費
税

を
仕
入
額
控
除
で
き
る
が
、

発
行
事
業
者
で
は
な
い
場
合

は
仕
入
額
控
除
が
で
き
な
い

た
め
、
医
療
機
関
に
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
に
な
る
こ

と
を
求
め
て
く
る
可
能
性
が

あ
る
。
こ
れ
を
断
る
と
値
下

げ
の
要
求
や
発
行
事
業
者
の

医
療
機
関
へ
健
診
を
移
行
す

る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

課
税
事
業
者
（
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
）
の
み
が
発
行

で
き
る
。
課
税
売
上
が
１
０

０
０
万
円
以
下
の
い
わ
ゆ
る

「
免
税
事
業
者
」
も
申
請
が
可

能
だ
が
、
課
税
事
業
者
に
変

更
と
な
る
た
め
消
費
税
の
計

算
・
納
付
に
注
意
が
必
要
と

な
る
。

　
医
療
機
関
で
行
わ
れ
る
保

険
診
療
は
消
費
税
が
か
か
ら

な
い
が
、
自
費
診
療
等
に
つ

い
て
は
消
費
税
が
課
税
さ
れ

る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導

入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
医

療
機
関
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
る
の
か
整
理
す
る

　
　
。

　

課
税
売
上
５
０
０
０
万
円

　
日
本
で
は
消
費
税
10
％
へ

の
増
税
に
伴
い
、
食
料
品
な

ど
一
部
の
品
目
は
「
軽
減
税

率
」
と
し
て
８
％
に
据
え
置

か
れ
た
。
複
数
の
税
率
が
平

行
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
状

態
の
た
め
、
売
手
が
買
手
に

正
確
な
適
用
税
率
を
伝
え
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
請
求
書
で
は
、

複
数
税
率
に
よ
り
正
確
な
取

引
内
容
が
把
握
で
き
な
く

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ボ

イ
ス
制
度
導
入
に
向
け
た
準

備
と
し
て
段
階
的
に
記
載
事

項
が
追
加
さ
れ
て
い
る　
　

　
　
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
請
求
書

に
指
定
さ
れ
た
事
項
が
記
載

さ
れ
た
請
求
書
や
領
収
書
な

ど
の「
適
格
請
求
書
」を
指
し
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、「
適
格

請
求
書
」
を
発
行
・
保
存
し

て
お
く
制
度
で
あ
る　
　
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
は
事
前
に
納

税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長

に
申
請
し
、
登
録
を
受
け
た

超
：
原
則
課
税
と
な
る
た
め
、

仕
入
れ
先
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発

行
事
業
者
か
否
か
が
大
き
く

関
係
す
る
。

　
例
え
ば
矯
正
歯
科
な
ど
で

は
、
歯
科
技
工
所
が
発
行
事

業
所
か
に
よ
っ
て
納
付
す
る

消
費
税
の
額
が
異
な
る
。

　

課
税
売
上
１
０
０
０
万
円

超
５
０
０
０
万
円
以
下
：
簡

易
課
税
適
用
事
業
者
を
選
択

し
て
い
る
医
療
機
関
で
は
消

費
税
の
仕
入
額
控
除
に
つ
い

て
は
「
み
な
し
仕
入
れ
率
」

を
適
用
す
る
た
め
仕
入
れ
先

が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

か
否
か
は
関
係
な
い
。

　
課
税
売
上
１
０
０
０
万
円

以
下
：
課
税
売
上
が
１
０
０

０
万
円
以
下
の
い
わ
ゆ
る
免

税
事
業
者
の
場
合
、
消
費
税

の
納
付
は
生
じ
な
い
た
め
基
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コ
ロ
ナ
に
負
け
な
い

医
療
体
制
と
医
業
経
営
を

　
本
会
は
第
10
回
代
議
員

総
会
を
５
月
28
日
に
開
催

し
、
今
年
度
の
活
動
方
針

を
提
案
、
協
議
す
る
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
か
ら
２
年
あ
ま
り
経

過
し
た
が
、
感
染
拡
大
の

波
は
繰
り
返
さ
れ
一
向
に

収
束
は
見
込
め
な
い
状
況

だ
。
こ
の
１
年
の
間
、
一

般
診
療
所
も
発
熱
外
来
の

設
置
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
事

業
へ
の
協
力
な
ど
、
コ
ロ

ナ
対
応
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
き
た
。
一
方
で
、

受
診
抑
制
に
よ
る
減
収
や

人
員
確
保
な
ど
困
難
な
状

態
は
続
い
て
い
る
。
こ
う

し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
活

動
方
針
で
は
主
に
以
下
の

る
問
題
で
あ
り
、
市
場
価

格
が
即
時
に
反
映
さ
れ
る

制
度
の
改
善
と
代
替
材
料

の
早
期
保
険
適
用
を
求
め

運
動
す
る
。

　
最
後
に
、
コ
ロ
ナ
対
策

は
今
後
も
長
期
化
が
見
込

ま
れ
て
お
り
、
医
療
機
関

の
経
営
体
力
が
地
域
医
療

を
守
る
上
で
課
題
と
な
る
。

国
・
自
治
体
に
向
け
各
種

の
支
援
要
請
を
引
き
続
き

働
き
か
け
た
い
。
強
固
な

医
療
提
供
体
制
の
整
備
と

安
定
し
た
医
業
経
営
の
転

換
が
図
ら
れ
、
コ
ロ
ナ
に

負
け
な
い
年
と
す
る
べ
く

会
員
の
支
援
・
協
力
を
頂

き
な
が
ら
活
動
を
進
め
て

い
く
。

取
り
組
み
を
示
す
こ
と
と

し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
国
民
が
生

活
不
安
を
抱
え
る
中
、
政

府
は
法
改
正
し
た
「
後
期

高
齢
者
の
２
割
負
担
化
」

を
10
月
か
ら
実
施
に
踏
み

切
る
構
え
だ
。
当
面
の
重

要
課
題
と
し
て
、
保
団
連

及
び
全
国
の
保
険
医
協
会

が
進
め
る
、
10
月
実
施
中

止
を
求
め
る
署
名
活
動
な

ど
に
本
会
も
積
極
的
に
取

り
組
み
、
延
期
・
撤
回
に

繋
げ
た
い
。
際
限
な
い
負

担
増
に
歯
止
め
を
か
け
る

た
め
、
会
員
諸
氏
の
協
力

を
是
非
お
願
い
し
た
い
。

　
今
次
の
診
療
報
酬
改
定

は
５
期
連
続
マ
イ
ナ
ス
と
、

コ
ロ
ナ
禍
で
ダ
メ
ー
ジ
を

受
け
た
医
業
経
営
を
改
善

さ
せ
る
も
の
に
は
な
ら
な

か
っ
た
。
し
か
も
、
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
の
緩
和
・
拡

大
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
の
導

入
と
い
っ
た
、
政
府
の
目

論
む
政
策
が
一
挙
に
具
体

化
さ
れ
た
。
医
学
管
理
の

脆
弱
化
を
招
き
、
重
症
化

の
リ
ス
ク
を
増
大
さ
せ
る

仕
組
み
を
安
易
に
拡
大
さ

せ
な
い
よ
う
強
く
弊
害
を

訴
え
て
い
き
た
い
。

　

歯
科
関
連
で
は
金
銀
パ

ラ
ジ
ウ
ム
合
金
が
高
騰
し
、

告
示
価
格
を
大
き
く
上
回

る
「
逆
ザ
ヤ
」
問
題
が
解

消
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
ウ
ク

ラ
イ
ナ
情
勢
も
相
俟
っ
て

事
態
は
深
刻
化
し
て
い
る
。

歯
科
医
療
の
根
幹
に
関
わ

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は

図 適格請求書の例（国税庁資料をもとに作成）

表1 記載事項などの違い

　

２
０
１
６
年
の
税
制
改
正
で
創
設
さ
れ

た
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
、２
０
２
３
年
10
月
か

ら
施
行
予
定
と
な
っ
て
い
る
。イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
概
要
と
医
療
機
関
に
与
え
る
影
響

を
概
説
す
る
。

解　説

インボイス制度の概要と影響
医療機関の対応は

医
療
機
関
に

　
　

与
え
る
影
響

導
入
後
の
経
過
措
置

表

1

図

表

2

請求書等保存方式
（～2019年9月）

帳簿及び請求書等
の保存
※免税事業者から
　の仕入額控除可

交付義務なし
※免税事業者も発
　行可

・発行者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額（税込）
・受領者の氏名又は名称

左記に加え、
①軽減税率対象品
　目である旨
②税率ごとの合計
　額（税込）

左記に加えて
①税率ごとに区分し
　て合計した対価の
　額（税抜又は税込）
②書類の作成者（適
　格請求書発行事
　業者）の登録番号
③税率ごとの消費税
　額及び適用税率

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登
　録番号
②取引年月日
③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜又は
　税込）及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

交付義務なし
※免税事業者も発
　行可

交付義務あり
※免税事業者は発
　行不可

帳簿及び区分記載
請求書等の保存
※免税事業者からの
　仕入税額控除可

帳簿及び適格請求
書等の保存
※免税事業者からの
　仕入税額控除不可
　（経過措置あり）

仕入額控
除を受け
るための
要件

発行義務

請求書等
の記載事
項

A 医院が消費税の課税事業者（企業等）から支払
　 を受ける場合
　 ※健診や予防接種等で、消費税「原則課税」の企
　 　業等から支払を受ける場合

B 医院が消費税の課税事業者に支払をする場合

①医院が免税事業者の場合
　（課税売上高1000万円以下）

①医院が免税事業者の場合
　（課税売上高1000万円以下）

（１）簡易課税を選択している場合
　　　（課税売上高5000万円以下）

②医院が課税事業者の場合

（２）原則課税の場合

②医院が課税事業者の場合

⇒インボイスを発行できないため、相手（企業などの
　事業者）は消費税相当分の仕入額控除が出来ず、
　値引きを求められたり、委託先を変更する可能性
　がある。医院が自主的に課税事業者となり、イン
　ボイスを発行することを企業から求められる場合
　がある

⇒消費税の申告・納税は生じないため、影響はない

⇒納付すべき消費税の計算は「みなし仕入れ率」を
　用いるため、支払先がインボイス発行事業者か否
　かは消費税の納税額に影響しない

⇒支払先がインボイス発行事業者ではない場合、支
　払った消費税相当額の仕入税額控除が出来ず、
　医院の消費税納税額が増える

⇒インボイス発行事業者にならないと、インボイス
　を発行できないため、相手（企業などの事業者）は
　消費税相当分の仕入額控除が出来ず、値引きを
　求められたり、委託先を変更する可能性がある

区分記載請求書等
保存方式
（2019年10月～）

適格請求書等保存
方式
（2023年10月～）

表2 インボイス制度の医療機関への影響

出典：保険医の経営と税務（保団連発行）



新点数書籍のご案内

お申し込み・お問合せは事務局まで 011-231-6281

屋
」
と
い
う
仕
事
を
通
し
て

現
代
社
会
の
実
情
と
矛
盾
を

語
る
。

　
分
別
し
て
収
集
さ
れ
た
ゴ

ミ
は
必
ず
し
も
１
０
０
％
望

ま
し
い
在
り
方
で
リ
サ
イ
ク

ル
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
り
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。

食
料
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
域

自
給
に
よ
る
循
環
型
経
済
を

作
り
出
す
こ
と
が
平
和
へ
寄

与
す
る
と
い
う
著
者
の
考
え

に
共
感
し
、
次
世
代
を
担
う

子
ど
も
達
の
た
め
に
も
さ
あ

や
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
気

持
ち
が
湧
い
て
く
る
１
冊
で

あ
っ
た
。

さらに給付が手厚くなってもっと頼りになる制度に！

保険医休業保障共済保険

は
準
要
保
護
と
し
て
認
定
さ

れ
た
児
童
・
生
徒
で
、
受
診

時
に
は
各
市
町
村
が
令
和
４

年
度
（
２
０
２
２
年
）
に
発

行
し
た
「
学
校
病
医
療
券
」

の
持
参
が
必
要
で
す
。

　
学
校
病
の
対
象
疾
患
及
び

治
療
範
囲
は　
　
の
通
り
で

す
。
　
援
助
の
対
象
と
な
る
費
用

の
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
令

和
４
年
度
（
２
０
２
２
年
）

の
「
学
校
病
医
療
券
」
を
持

参
し
た
日
以
降
の
、
診
療
、

業
」
が
昨
年
度
と
同
様
に
今

年
度
も
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
要
保
護
ま
た

薬
剤
、
治
療
材
料
、
処
置
、

手
術
、検
査
料
、入
院
料（
入
院

時
食
事
療
養
費
を
含
む
）、
注

射
料
、
薬
剤
の
容
器
代
等
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

　
医
療
券
を
持
参
せ
ず
に
行

っ
た
診
療
や
、
保
険
外
診
療

に
係
る
医
療
費
等
は
、
患
者

の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
の

で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

　
請
求
方
法
等
ご
不
明
な
点

は
各
学
校
ま
た
は
学
校
を
管

轄
す
る
市
町
村
教
育
委
員
会

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（3）第975号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可） 2022年（令和4年）5月5日北 海 道 保 険 医 新 聞

　
私
た
ち
の
多
く
は
ゴ
ミ
の

分
別
は
も
ち
ろ
ん
や
っ
て
い

る
し
、
買
い
物
に
は
マ
イ
バ

ッ
グ
を
持
参
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
飲
料
も
極
力
買
わ
な
い
よ

う
に
し
て
、
エ
コ
な
生
活
を

し
て
い
る
は
ず…

。

　
札
幌
で
リ
サ
イ
ク
ル
業
を

営
む
筆
者
が
「『
リ
サ
イ
ク

ル
』
は
本
当
に
環
境
に
や
さ

し
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？
」

と
い
う
切
り
口
で
、「
く
ず

ザ・ソ
ウ
ル・オ
ブ　

く
ず
屋

　

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
実
現
す
る
仕
事

東 

龍 

夫 

著

コ 

モ 

ン 

ズ 

社

ん
の
安
心
に
繋
が

る
と
考
え
ま
す
。

―

ご
家
族
を
紹
介
　

い
た
だ
け
ま
す
か

　
妻
と
チ
ワ
ワ
と

マ
ル
チ
ー
ズ
の
４

人
家
族
で
す
。

―
ご
趣
味
は

　
最
近
は
行
け
て

い
ま
せ
ん
が
定
山
渓
や
登

別
、
湯
の
川
な
ど
温
泉
旅
行

が
好
き
で
す
。

―

後
の
目
標
に
つ
い
て

　
ま
だ
ま
だ
駆
け
出
し
な
の

で
、
あ
ま
り
大
そ
れ
た
こ
と

は
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、
近

い
目
標
と
し
て
は
、
ま
ず
は

４
台
目
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
増
設

で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

日
々
の
目
標
と
し
て
は
保

険
・
保
険
外
治
療
の
隔
た
り

な
く
ラ
バ
ー
ダ
ム
や
義
歯
の

シ
リ
コ
ン
印
象
は
継
続
し
て

自分にできることを着実に

田端　晋太郎 先生
さっぽろ白石本郷通り歯科　札幌市・白石区135135

略歴
　大阪出身。北海道医療大学卒業。あいの
里の北海道医療大学病院に10年勤務。函
館や釧路、日高など道内で勤務後、さっぽろ
白石本郷通り歯科を開業。

き
る
環
境
を
考
え
て
開
業
を

決
意
し
ま
し
た
。

―

開
業
後
苦
労
し
た
こ
と
や
嬉
し

　
か
っ
た
こ
と
は

　
今
ま
で
は
診
療
・
治
療
を

し
て
帰
宅
す
る
と
い
う
毎
日

で
し
た
が
、
レ
セ
プ
ト
を
は

じ
め
、
業
者
さ
ん
と
の
や
り

と
り
や
お
金
の
管
理
、
院
内

の
掃
除
、
安
全
管
理
な
ど
管

理
者
と
し
て
や
る
こ
と
、
決

め
る
こ
と
が
多
く
て
苦
労
し

て
い
ま
す
。
嬉
し
か
っ
た
こ

と
は
、
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
同
士

―

本
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
保
険
診
療
の
定
期
的
な
規

則
の
改
定
な
ど
、
最
新
の
情

報
を
得
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

友
人
や
先
輩
の
話
は
デ
タ
ラ

メ
な
こ
と
も
多
く
、
助
か
っ

て
い
ま
す
。

―

開
業
の
動
機
・
目
的
に
つ
い

　
て

　
50
歳
に
な
っ
た
時
の
こ
と

を
想
像
し
て
み
る
と
、
雇
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
不
安
に
な

り
、
そ
れ
な
ら
ば
と
自
分
自

身
で
様
々
な
こ
と
を
決
定
で

が
仲
良
く
勤
務
し
て
く
れ
て

い
る
こ
と
で
す
。

―
診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と
は

　
知
ら
な
い
こ
と
や
手
に
余

る
と
予
測
で
き
る
処
置
を
無

理
に
行
わ
ず
、
専
門
医
に
相

談
・
紹
介
す
る
と
い
う
お
話

を
患
者
さ
ん
に
よ
く
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
小

児
の
咬
合
誘
導
や
難
し
い
埋

伏
抜
歯
な
ど
は
そ
れ
に
あ
た

り
ま
す
。

　
現
在
の
自
分
に
で
き
る
こ

と
を
着
実
に
行
い
、
日
々
勉

強
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い

ま
す
。

―

ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
が
少
し
で

も
長
く
勤
め
た
い
と
思
え
る

よ
う
な
医
院
に
し
た
い
で

す
。
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
の
顔
が

変
わ
ら
な
い
こ
と
は
患
者
さ

い
き
た
い
で
す
。

―

保
険
医
会
へ
の
要
望
や
期
待

　
申
し
込
ん
だ
書
籍
な
ど
の

到
着
が
迅
速
で
大
変
助
か
っ

て
お
り
ま
す
。
定
期
情
報
誌

や
メ
ー
ル
で
の
動
画
案
内
な

ど
、
今
後
も
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
今
後
も
地
域
の
患
者
さ
ん
の

　
お
口
の
健
康
を
支
え
る
た
め

　
に
も
、
ぜ
ひ
ご
活
躍
い
た
だ

　
き
た
い
で
す
。

（
Ｋ
・
Ｏ
）

（
聞
き
手
　
事
務
局
田
中
）

「
学
校
病 

医
療
費
援
助
事
業
」

　
　
　
　
　
　
　
　
の
実
施
に
つ
い
て

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
２
年
度
歯
科
部
関
連
事
業
の
具
体
化

　
に
つ
い
て

　
・  ２
０
２
２
年
度
開
催
事
業
の
検
討
を
行
っ
た
。

　

  

届
出
等
に
関
す
る
研
修
会
に
つ
い
て
は

　

  

講
師
と
日
程
を
調
整
す
る
。

②
そ
の
他

　

 

・ （
５
／
５
号
）「
歯
科
保
険
診
療
研
究
」
原
稿

　

   

の
確
認

第
1
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
4
月
13
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回 

第
2
回
歯
科
部
担
当
理
事
会　
　
　
　
　

…

5
月
11
日（
水
）午
後
７
時

　
学
校
保
健
安
全
法
に
基
づ

き
行
わ
れ
て
い
る
「
学
校
病

治
療
に
係
る
医
療
費
援
助
事

　本制度で給付を受けるためには完全に業務を休むこと、医療機関を受診し所定の医療証明書を提出する
ことが要件となっています。そのため、コロナの濃厚接触者（PCR検査陰性）となったことによる休業に関して
もPCR検査および保健所の指示のみでの休業は給付対象外となります。給付を受けるためには必ず休業期
間中に医療機関に受診（※）し、所定の医療証明書を提出していただく必要がありますのでご注意ください。
※コロナ〈疑い含む〉による休業については電話・オンラインによる受診を含みます。

加 　 入 　 日 2022年8月1日
お申込み締切日 5月25日

掛金は
据え置き
なのに

入院は1日目から給付！ 自宅療養の免責は3日に短縮！
掛金は満期までずっと上がりません。しかも！ 掛け捨てではありません。

保険医休業保障共済保険では「新型コロナウイルス感染症〈疑い含む〉（以下、コロナ）」による休業も給付対象です。

※どちらも2022年8月1日より適用

※加入後3年以上の場合

お知らせ

表

表

対象疾患および治療範囲

① トラコーマ及び結膜炎

② 白癬、疥癬及び膿痂疹

③ 中耳炎

④ 慢性副鼻腔炎及びアデノイド

⑤ う歯

⑥ 寄生虫病
　 （虫卵保有を含む）

歯
科

●
お
問
合
せ
は
本
会
事
務
局
ま
で

☎
０
１
１-

２
３
１-

６
２
８
１

歯科保険診療の研究
（税込・送料別）

※本号同封
4,000円

医
科

新点数運用Q&A
レセプトの記載

（税込・送料別）
※本会新聞4月20日号同封
　（開業会員）

1,000円

歯
科

2022年改定の
要点と解説

（税込・送料別）2,000円

医
科

保険診療便覧
（税込・送料別）

※本号同封（開業会員）
3,000円
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診療報酬改定に伴う
レセプト・カルテ記載等の変更点

　令和4年3月31日以前の算定状況にかかわらず、同年4月1日
以降は、改めて改定後の留意事項通知（1）のイからホまでに応じ
て算定してよい。

　令和4年3月31 日以前に旧歯科点数表における区分番号
「I000－2」咬合調整の留意事項通知（1）のイからホまでのいず
れかに該当し、当該処置を算定していた患者について、同年4月
1日以降に引き続き当該処置を算定する場合は、どのように考え
ればよいか。

問1

答

2、レセプト記載関係

金パラ緊急改定を実施　5月診療分から3、413円に

4、その他　疑義解釈　その３

1、略称

　今期の改定において追加、変更された「略称」・「レセプト記
載」「カルテ記載」を以下に記載いたします。緊急金パラ改定に
関してもご確認ください。

・

・

・

初期の根面う蝕に罹患している患者の病名は「初期の根面う蝕」又は
「根Ｃ」と記載し、処置を行った部位を記載する。
口腔細菌定量検査は、「傷病名部位」欄に歯式を記載し、「口腔バイオ
フィルム感染症」と記載する。ただし、無歯顎患者等の場合であって、
口腔細菌定量検査に基づくスケーリングを実施する予定のない場合
に関しては、歯式の記載は不要とする。
抜歯手術の「注3」の算定に当たり、病名は「完全埋伏歯」、「水平埋伏
智歯」、「CRT」又は「HIT」と記載する。※注3―埋伏歯

「傷病名部位」欄

３、施設基準届出に関する事務手続きと一部カルテ記載の簡素化

　施設基準の届出において、届出書添付書類の記載欄に、修了し
た研修の記載をすることで、これまで添付が求められていた研修

の修了証の写しなどの文書は原則として添付不要となった。なお、
届出書添付書類に記載できない場合や、個別に修了証の写しが
求められる施設基準については、従来どおり修了証の写しを添付
する必要がある。

（１）施設基準届出に係る事務手続きの簡素化

・
・
・

・

・

・

・

電子的保健医療情報活用加算を算定した場合―初電、再電
口腔細菌定量検査を算定した場合―口菌検
歯科疾患管理料注11 総合医療管理加算
主病に係る治療を行っている紹介元保険医療機関名を記載すること。
830100335 総合医療管理加算紹介元保険医療機関名；******
有床義歯咀嚼機能検査
（新製有床義歯装着日より後に算定する場合）
新製有床義歯装着日より前に行った有床義歯咀嚼機能検査を算定し
た年月及び新製有床義歯等を装着した年月を記載すること。
850100329 新製有床義歯等装着年月；（元号）yy"年"mm"月"
有床義歯咀嚼機能検査1（咀嚼能力測定のみ実施）年月；（元号）yy"年"mm"月"
有床義歯咀嚼機能検査2（咬合圧測定のみ実施）年月；（元号）yy"年"mm"月"
→改定前は、新製有床義歯装着日より前に行った有床義歯咀嚼機能
　検査「1 下顎運動測定と咀嚼力測定を合わせて行う場合」を算定し
　た年月及び新製有床義歯等を装着した年月を記載すること。
咬合調整
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項につい
て」別添2第2章第8部Ｉ000-2 咬合調整の(1)のイからホまでのいず
れに該当するかを記載すること。
820100910 イ 一次性咬合性外傷の場合、820100911 ロ 二次性
咬合性外傷の場合、820100912 ハ 歯冠形態修正の場合、820100913 
ニ レスト製作の場合、820100914 ホ 第13部 歯科矯正に伴うディ
スキングの場合
→改定前は、「咬合調整その他理由・・・」として、その他の理由による
　場合は、理由を具体的に記載して算定できたが、削除になった。
機械的歯面清掃処置
前回実施年月（初回である場合は初回である旨）を記載すること。
850100346 歯清前回実施年月；（元号）yy"年"mm"月"、820190346 
初回（歯清）
フッ化物歯面塗布処置
前回実施年月（初回である場合は初回である旨）を記載すること。
850100347 Ｆ局前回実施年月；（元号）yy"年"mm"月"、820190347 
初回（Ｆ局）

「摘要」欄

【咬合調整】

　診療録記載についても、下表の項目で要件が一部簡素化された。

「1 有床義歯の場合」、「2 舌接触補助床
の場合」および「3 その他の場合」におけ
る調整方法

　4月13日の中医協総会で、ウクライナ情勢を受けた金パラの高騰への対応とし
て、5月に歯科用貴金属の緊急改定を実施することが決められました。
　金パラの告示価格は4月改定での3、149円から、3、413円になります。
　なお、4月からの随時改定制度改善により、7月には必ず次回の改定が行われ
ることになっていました。5月に緊急改定が行われますが、その後7月の随時改定
も予定通り実施されます。

（２）カルテ記載の一部簡素化

※詳しくはHPにて追補版をご確認ください

※ 歯科診療特別対応加算および、「処置」、「手術」等における同加算を算定した場合に
患者の状態を記載する取扱いに変更はない。

項　目

項　目

歯科口腔リハビリテーション料１ 

使用した特定保険医療材料名周術期等専門的口腔衛生処置2 

加算を算定した日の患者の治療時の状態歯冠修復および欠損補綴　
通則8 歯科診療特別対応加算※ 

診療録より装着物の種類が明らかである
場合の装着物の種類

歯冠修復および欠損補綴　
通則15未来院請求（有床義歯製作中）

診療録より装着物の種類が明らかである
場合の装着物の種類

歯冠修復および欠損補綴　
通則16 未来院請求

小児義歯算定時の義歯の装着年月日およ
び装着部位

有床義歯

修理を担当する技工士名有床義歯修理　歯科技工加算１、２ 

修理を担当する技工士名有床義歯内面適合法　歯科技工加算１、２ 

記載が不要になった事項
・電子的保健医療情報活用加算（初診） 
・電子的保健医療情報活用加算（再診）
・総合医療管理加算
・連携強化診療情報提供料
・通信画像情報活用加算
・口腔細菌定量検査
・Ni―Ti ロータリーファイル加算 
・歯肉弁根尖側移動術
・歯肉弁歯冠側移動術 
・歯肉弁側方移動術 
・遊離歯肉移植術 
・根面板
・CAD/CAM インレー 
・磁石構造体
・キーパー付き根面板

初電
再電
総医
連情
ICT加算
口菌検
NRF
APF
CPF
LPF
FGG
RC
CADIn
マグ
RCK

略　称

金パラ点数一覧
増減点数 増減点数現行点数

インレー単純

インレー複雑

５分の４冠

FMC

二腕鉤

根面板

鋳造バー

キーパー付き
根面板

双子鉤

ポンティック
前装金属冠

４分の３冠

前歯・小臼歯
大臼歯

大臼歯

大臼歯

大臼歯
前歯・小臼歯

小臼歯

小臼歯

小臼・犬歯
前歯
前歯・小臼歯
大臼歯
前歯・小臼歯
大臼歯

大大・大小
犬小・小小
大臼歯

鋳造・大臼歯

前装・大臼歯

鋳造・小臼歯

前装・小臼歯
前装・前歯

前歯・小臼歯

前歯

448
（2022.4）

569

1191

1562

984
796

943

1248

844
800
448
569

2094

1095
1283

1275
1053
935

1710

1770

1395

1595
1947

2162

1003

新点数

469
（2022.5）

600

1265

1655

1043
839

996

1314

895
847
469
600

2231

1138
1342

1361
1120
994

1817

1877

1476

1676
2011

2245

1056

21
31

74

93

59
43

53

66

51
47
21
31

137

43
59

86
67
59

107

107

81

81
64

83

53


